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障害児の支援体制について障害児の支援体制について

乳幼児健診
等による早
期発見

保育所における支援

特別支援
教育体制

就労支援

入所施設（肢体不自由児、知的障害児施設など）

相談支援（市町村、保健所、児童相談所、発達障害者支援センター 等）

対象児童：肢体不自由児、知的障害児、発達障害児など

在宅サービス（ホームヘルプ、ショートステイなど）

児童デイサービス

０歳 18歳７歳

放課後児童健全
育成事業 等 日中一時支援事業

特別支援
教育体制

通園施設での発達支援
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〔義務教育段階〕

特別支援教育の対象の概念図

視覚障害
聴覚障害
知的障害
肢体不自由

0.83（％）

（約９万１千人）

障
害
の
程
度

重

ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等

６.3％程度の在籍率
（約６８万人）

視覚障害
聴覚障害
肢体不自由
病弱・身体虚弱

言語障害

※１ ＬＤ（Learning  Disabilities）：学習障害
ＡＤＨＤ（Attention-Deficit / Hyperactivity  Disorder) ：注意欠陥多動性障害

※２ この数値は、平成１４年に文部科学省が行った調査において、学級担任を含む複数の教員により判断された回答に
基づくものであり、医師の診断によるものでない。

視覚障害
聴覚障害
知的障害

特 別 支 援 学 校

義務教育段階の全児童生徒数 １０８２万人

（平成１９年５月１日現在）

軽

自閉症
情緒障害
学習障害（ＬＤ）
注意欠陥多動性障害（ ＡＤＨＤ）

0.54％
（約５万８千人）

0.42％

（約２２万人）

※２

2.00％

（約４万５千人）

※１

視覚障害 聴覚障害
知的障害 肢体不自由

病弱・身体虚弱
言語障害
情緒障害

1.05％

小 学 校 ・ 中 学 校

肢体不自由
病弱・身体虚弱

特別支援学級

通常の学級

通級による指導

（約１１万３千人）
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入所施設 通園施設

合計 入所児童

通所児童

障害児施設の施設数及び利用児童数の推移障害児施設の施設数及び利用児童数の推移

人か所

〈社会福祉施設等調査報告〉
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実施か所数
全保育所数に
占める割合

受入れ児童数（人）
全利用児童数
に占める割合

３１．０％ 10,602

10,670

（+174）

３１．４％

０．５３％

（+68） ０．５３％

平成１７年度 6,995 （-205）

平成１８年度 7,130 （+135）

※（ ）は対前年度増減数
※全保育所数、全利用児童数に占める割合
の欄は、各年４月１日 現在の全保育所数、
全利用児童数を使用し、算定。

障害児保育の実施状況について障害児保育の実施状況について
障害児保育の実施状況推移

4,381
4,825 4,843

5,452
5,675

5,904
6,249 6,369

6,722
7,102 7,200

6,995 7,130

6,373

6,973
7,270

7,961
8,365

8,727

9,537 9,674

10,188
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※児童数は、特別児童扶養手当支給対象児童数

か所数

児童数
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〈放課後児童クラブの概要〉

児童福祉法第６条の２第２項の規定に基づき、保護者が労働等により、昼間家庭にいない小学校に
修学しているおおむね１０歳未満の児童に対し、授業の終了後に児童厚生施設等を利用して適切な
遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るもの。

放課後児童クラブにおける障害児の受入れ状況

受入れに対する経費の補助 〈障害児受入推進事業〉

放課後児童クラブにおける障害児の受入推進を図るため、障害児対応の指導員を各クラブに配置するた
めの経費。（平成２０年度予算 １クラブ当たり年額1,421,000円）

〈厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課調べ〉

4,063か所
（29.7%）

4,471か所
（30.9%）

5,087か所
（33.5%）

5,870か所
（37.0%）

6,538か所
（39.2%）

9,289人
［1.6%］

10,979人
［1.7%］

12,656人
［1.8%］

14,409人
［1.9%］

平成１５年　 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年

（単位：か所、人）

障害児受入れクラブ数

障害児数

（注） （ ）内は、全クラブ数に占める割合、［ ］内は全登録児童数に占める割合である。
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障害児施設等の体系
入所施設：入所施設：467467ヵ所（ヵ所（24,52724,527人）人） 通所施設：通所施設：378378ヵ所（ヵ所（12,33512,335人）人） 児童デイサービス：児童デイサービス：10921092カ所（カ所（3232,,329329人）人）

強度の難聴の幼児を保護者のもとから通わせ
て、必要な指導訓練を行う。

※施設数及び在所者数は、平成18年10月1日現在（平成18年度社会福祉施設等の調査の概況より。）

知的障害の児童を日々保護者のもとから通わ
せて保護するとともに、独立自活に必要な知
識技能を与える。

障害者自立支援法
第５条第７項

日常生活における基本的動作の指導、集団
生活への適応訓練等を行う事業。

児童デイサービス
1,092ヵ所　32,329人

知的障害児通園施設
254ヵ所　8,981人

児童福祉法第43条

児童福祉法第42条

重症心身障害児施設
115ヵ所　11,215人

知
的
障
害
児

入所施設

通所施設

入所施設重複（身・知）障害

肢体不自由

肢体不自由の児童を治療し、独立自活に必要
な知識、技能を与える。

病院に入所することを要しない肢体不自由のある児
童であって、家庭における療育が困難なものを入所
させ、治療及び訓練を行う。

視覚・聴覚・言語障害
ろうあ児施設
13ヵ所　165人

肢体不自由の児童を通所によって治療し独立
自活に必要な知識技能を与える。

児童福祉法第43条の2
視覚障害児童を入所させ、独立自活に必要な
指導又は援助を行う。

児童福祉法第43条の2
聴覚・言語障害児童を入所させ、独立自活に
必要な指導又は援助を行う。

児童福祉法第43条の4

入所施設

肢体不自由児施設
62ヵ所　2,730人

肢体不自由児療護施設
6ヵ所　237人

肢体不自由児通園施設
99ヵ所　2,608人

盲児施設
10ヵ所　137人

児童福祉法第43条の3
（最低基準第68条）

児童福祉法第43条の2
（最低基準第60条）

通所施設
難聴児通園施設
25ヵ所　746人

三
障
害

身
体
障
害
児

施設の性格

児童福祉法第43条の3

児童福祉法第43条の3
（最低基準第68条）

根拠法令

重度の知的、重度の肢体不自由が重複してい
る児童を入所させ、治療及び養護を行う。

知的障害児施設
254ヵ所　9,808人

入所施設

通所施設

知的障害の児童を入所させ、保護するととも
に独立自活に必要な知識技能を与える。

自閉症児施設
7ヵ所　235人

児童福祉法第42条
（最低基準第48条）

自閉症を主たる症状とする児童を入所させ、
独立自活に必要な知識技能を与える。
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施設類型 根拠法令 施設の性格 施設数 利用者数

乳児院
児童福祉法

第37条

乳児（保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必
要のある場合には、幼児を含む。）を入院させて、これを養育し、あ
わせて退所したものについて相談その他の援助を行うことを目的と
する施設。

１２０か所 ３，１４３人

保育所
児童福祉法

第39条

日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保
育することを目的とする施設。

２２，７２０か所 ２，１１８，３５２人

児童厚生施設
児童福祉法

第40条

児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、
又は情操をゆたかにすることを目的とする施設。

４，７１８か所

（児童館）
－

児童養護施設
児童福祉法

第41条

保護者のない児童〈乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保そ
の他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。）虐待さ
れている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを
養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための
援助を行うことを目的とする施設。

５５９か所 ３０，７６４人

情緒障害児
短期治療施設

児童福祉法

第43条の5

軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者の
下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者につい
て相談その他の援助を行うことを目的とした施設。

３１か所 １，１３１人

児童自立

支援施設

児童福祉法

第44条

不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他
の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は
保護者の下から通わせて個々の児童の状況に応じて必要な指導を
行い、その自立を支援し、あわせて退所したものについて相談その
他の援助を行うことを目的とする施設。

５８か所 １，８３６人

（参考）児童養護施設等について

【出典】幼稚園：学校基本調査（Ｈ１９．５．１現在） その他：社会福祉施設等調査報告（Ｈ１８．１０．１現在）

幼稚園
学校教育法

第22条

義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、
幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発
達を助長することを目的とする施設。

１３，７２３か所 １，７０５，４０２人

,,
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障害児施設の利用者の年齢構成について（入所）障害児施設の利用者の年齢構成について（入所）

乳幼児

（0歳～6歳）

学齢期・青年期

（7歳～17歳）

加齢児

（18歳以上）

肢体不自由児施設 31.3% 59.9% 8.9%

肢体不自由児療護施設 9.7% 43.5% 46.8%

盲児施設 5.8% 81.0% 13.1%

ろうあ児施設 12.1% 81.2% 6.7%

重症心身障害児施設 2.8% 10.1% 87.1%

知的障害児施設 3.2% 56.8% 40.1%

自閉症児施設 3.4% 67.2% 29.4%

〈社会福祉施設等調査報告（Ｈ１８．１０．１現在）〉
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障害児支援に関する現行制度

サービス分野 根拠法 実施主体 備考

（居宅介護・児童デイ
サービス等）

（知的障害児通園施設・
肢体不自由児施設 等）

（重症心身障害児施設・
知的障害児施設 等）

障害者自立支援法

児童福祉法

市町村

都道府県

指定都市

児童相談所設置市

障害種別による区
別なし

通所

入所

知的障害児通園施設：知的
障害

重症心身障害児施設：重度
の知的障害及び重度の肢
体不自由が重複 等

在宅

障害種別による区
別あり

（例）
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障害児施設などの実施主体

＜保育所＞
（児童福祉法）

①
申
請

②
契
約

契約

【契約】
市町村市町村

市 町 村

都 道 府 県

＜児童養護施設＞
（児童福祉法）

利用者

児童相談所

③
措
置

措置

②
報
告

【措置】
都道府県、指定都市又は都道府県、指定都市又は
児童相談所設置市児童相談所設置市

※ 市町村に通告する場合もある。

①
相
談
（
通
告
）（※
）

＜障害児＞
（児童福祉法）

契約 措置

【支給決定/措置】

都道府県、指定都市又は都道府県、指定都市又は
児童相談所設置市児童相談所設置市

都 道 府 県

利用者

児童相談所

①
申
請

②
意
見
聴
取

③
支
給
決
定

③
措
置

※ 市町村に通告する場合もある。

＜障害者＞
（障害者自立支援法）

利用者

市 町 村

②市町村審査会に
おいて障害程度区分に

関する審査等

①
申
請

③
支
給
決
定

契約

【支給決定】
市町村市町村

①
相
談
（
通
告
）（※
）

②
報
告
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○ 障害者自立支援法（平成17年法律第123号）（抄）

（検討）

第三条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律及び障害者等の福祉に関する

他の法律の規定の施行の状況、障害児の児童福祉施設への入所に係る実施主体の在り方

等を勘案し、この法律の規定について、障害者等の範囲を含め検討を加え、その結果に基

づいて必要な措置を講ずるものとする。

平成平成1919年年1212月月77日日
与党障害者自立支援に関するプロジェクトチーム与党障害者自立支援に関するプロジェクトチーム

Ⅲ 見直しの方向性

５ サービス体系の在り方

障害児のサービス体系の在り方については、児童の福祉の向上、自立支援、障害児を抱え

る家族の支援、保育施策など児童に対する一般施策や特別支援教育との連携の強化等の視

点から検討。その際、児童相談所による措置との関係や、 障害児のサービスの実施主体の

在り方にも留意。

障害者自立支援法の３年後の見直し

障害者自立支援法の抜本的見直し（報告書）（抄）
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障害児支援の見直しに関する検討会障害児支援の見直しに関する検討会の開催についての開催について

※ 開催時期等：平成２０年３月から７月までを目途とする。

（メンバー）
検討会の開催状況

第１回 日時：３月１８日（火）

議題：現行の障害児支援施策等 について

第２回 日時：４月１５日（火）

議題：関係団体からヒアリング

第３回 日時：４月２５日（金）

議題：関係団体からヒアリング

第４回 日時：５月１２日（月）

議題：障害の早期発見・早期対応策について

就学前の支援策について

第５回 日時：５月３０日（金）

議題：就学前の支援策について

学齢期・青年期の支援策について

第６回 日時：６月１０日（火）

議題：ライフステージを通じた相談・支援 について

家族支援の方策について

第７回 日時：６月１６日（月）

議題：入所施設の在り方について

行政の実施主体について

第８回 日時：６月２４日（火）

議題：論点整理

市川
いちかわ

宏
ひろ

伸
のぶ

（都立梅ヶ丘病院長）

◎柏女
かしわめ

霊峰
れいほう

（淑徳大学教授）

北浦
きたうら

雅子
まさこ

（全国重症心身障害児（者）を守る会会長）

君塚
きみづか

葵
まもり

（全国肢体不自由児施設運営協議会会長）

坂本
さかもと

正子
まさこ

（甲子園短期大学教授）

坂本
さかもと


ゆう

之
の

輔
すけ

（東松山市長）

柴田
しばた

洋
ひろ

弥
や

（日本知的障害者福祉協会政策委員会委員長）

末光
すえみつ

茂
しげる

（日本重症児福祉協会常務理事）

副島
そえじま

宏
ひろ

克
かつ

（全日本手をつなぐ育成会理事長）

田中
たなか

正博
まさひろ

（全国地域生活支援ネットワーク代表）

中島
なかじま

隆信
たかのぶ

（慶應義塾大学客員教授）

橋本
はしもと

勝
かつ

行
ゆき

（全国肢体不自由児者父母の会連合会会長）

松
まつ

矢
や

勝
かつ

宏
ひろ

（目白大学教授）

宮崎
みやざき

英憲
ひでのり

（東洋大学教授）

宮田
みやた

広
ひろ

善
よし

（全国肢体不自由児通園施設連絡協議会会長）

山岡
やまおか

修
しゅう

（日本発達障害ネットワーク副代表）

渡辺
わたなべ

顕
けん

一郎
いちろう

（日本福祉大学教授）

以上17名
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障害児支援施策の検討項目障害児支援施策の検討項目
【見直しの基本的な視点】

◇ 子どもの自立に向けた発達支援

◇ 子どものライフステージに応じた一貫した支援

◇ 家族を含めたトータル支援

◇ できるだけ子ども・家庭にとって身近な地域における支援

【具体的な検討事項】

１．障害の早期発見・早期対応策

２．就学前の支援策

３．学齢期・青年期の支援策

４．ライフステージを通じた相談支援の方策

５．家族支援の方策

６．入所施設のあり方

７．行政の実施主体

８．その他
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○ 療養介護

○ 就労継続支援

○ 就労移行支援

○ 生活介護

○ 自立訓練

※ 医療施設で実施

以下から一又は複数の事業を選択

＜新サービス＞

居住系（夜間）日中活動系（昼間）新
体
系
へ
移
行
（
※
）

新
体
系
へ
移
行
（
※
）

ホームヘルプ（身・知・児・精）

（ 機能訓練・生活訓練 ）

○ 地域活動支援センター

【訓練等給付】

【介護給付】

【地域生活支援事業】

障害福祉サービスの体系障害福祉サービスの体系障害福祉サービスの体系

＜旧サービス＞

居
宅
サ
ー
ビ
ス

デイサービス（身・知・児・精）

ショートステイ（身・知・児・精）

グループホーム（知・精）

※概ね５年程度の経過措置期間内に移行

※この他、地域生活支援事業として移動支援等を制度化

重症心身障害児施設（児）

療護施設（身）

更生施設（身・知）

授産施設（身・知・精）

福祉工場（身・知・精）

通勤寮（知）

福祉ホーム（身・知・精）

生活訓練施設（精）

施

設

サ

ー

ビ

ス

訪問系

○ ホームヘルプ（居宅介護） ○ 児童デイサービス
○ 重度訪問介護 ○ 重度障害者等包括支援
○ 行動援護 ○ ショートステイ（短期入所）

（医療型 ）

（福祉型 ）

（ Ａ型、Ｂ型 ）

【介護給付】

【介護給付】

○ 共同生活介護

○ 施設入所支援

【訓練等給付】

○ 共同生活援助

【地域生活支援事業】

○ 福祉ホーム

（支援費制度等） （障害者自立支援法）
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サービス種類別の総費用額（平成２０年２月分）

5,169,860

2,421,223

206,135

8,784

470,234

6,250,843

1,126,044

1,237,843

2,161,025

1,225,569

956,859

5,585

137,681

576,531

1,296,391

18,364

330,766

2,415,807

650,266

23,309

7,628,851

140,193

1,175,609

794,869

17,443,708

2,599,761

1,979,645

7,052,739

229,837

- 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 20,000,000

居宅介護

重度訪問介護

行動援護

重度包括

療養介護

生活介護

児童デイ

短期入所

共同生活介護

施設入所支援

共同生活援助

宿泊型自立訓練

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援

就労移行支援（養成施設）

就労継続支援（A型）

就労継続支援（B型）

身体入所更生

身体通所更生

身体入所療護

身体通所療護

身体入所授産

身体通所授産

知的入所更生

知的通所更生

知的入所授産

知的通所授産

知的通勤寮

（千円）
※「障害者自立支援支払等システム」を通じて請求・支払等を行ったデータの速報値
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サービス種類別の利用者数（平成２０年２月分）

88,680

7,010

3,151

27

1,962

46,293

36,248

19,388

23,475

15,727

18,205

62

2,201

5,913

9,654

271

3,622

29,426

3,421

376

24,034

896

7,468

6,832

81,070

20,106

10,139

51,337

2,446

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000

居宅介護

重度訪問介護

行動援護

重度包括

療養介護

生活介護

児童デイ

短期入所

共同生活介護

施設入所支援

共同生活援助

宿泊型自立訓練

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援

就労移行支援（養成施設）

就労継続支援（A型）

就労継続支援（B型）

身体入所更生

身体通所更生

身体入所療護

身体通所療護

身体入所授産

身体通所授産

知的入所更生

知的通所更生

知的入所授産

知的通所授産

知的通勤寮
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サービス種類別の一人あたり費用額（平成２０年２月分）

58,298

345,396

65,419

325,341

239,671

135,028

31,065

63,846

92,056

77,928

52,560

90,078

62,554

97,502

134,285

67,762

91,321

82,098

190,081

61,991

317,419

156,466

157,420

116,345

215,168

129,303

195,251

137,381

93,964

- 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000

居宅介護

重度訪問介護

行動援護

重度包括

療養介護

生活介護

児童デイ

短期入所

共同生活介護

施設入所支援

共同生活援助

宿泊型自立訓練

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援

就労移行支援（養成施設）

就労継続支援（A型）

就労継続支援（B型）

身体入所更生

身体通所更生

身体入所療護

身体通所療護

身体入所授産

身体通所授産

知的入所更生

知的通所更生

知的入所授産

知的通所授産

知的通勤寮

（円）
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経営実態調査について経営実態調査について

【調査対象】

◇ 全国約１７，０００か所の障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、相談
支援事業所、特定旧法指定施設及び知的障害児施設等

【調査項目】

◇ 平成19年度における以下の状況

・サービスの提供状況（開所日数、利用者数 等）
・収支の状況
・従事者の配置状況（職種別）
・給与の状況（職種別） 等

【調査スケジュール】

◇平成２０年 ３月末 調査票の発送

（現在、回収作業中）

秋頃 調査結果の集計・分析
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【事業の目的】

○ 障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生
活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態によ
る事業を効率的・効果的に実施。もって、 障害者及び障害児の福祉の増進を図るとと
もに、障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことの
できる地域社会の実現に寄与する。

【事業の性格】

１ 地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施することにより、効率的・効果的な
事業実施が可能である事業

［地域の特性］ 地理的条件や社会資源の状況
［柔軟な形態］ ① 委託契約、広域連合等の活用

② 突発的なニーズに臨機応変に対応が可能
③ 個別給付では対応できない複数の利用者への対応が可能

２ 地方分権の観点から、地方が自主的に取り組む事業

３ 生活ニーズに応じて個別給付と組み合わせて利用することも想定できる
４ 障害者保健福祉サービスに関する普及啓発等の事業

【自立支援給付と地域生活支援事業】
■ 定性的、個別的なニーズに対応する事業 → 自立支援給付

■ 地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施できる事業 → 地域生活支援事業

地 域 生 活 支 援 事 業
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障害者・児

都道府県

・広域支援 ・人材育成 等

介護給付 訓練等給付

支援

地域生活支援事業

市 町 村

・居宅介護

・重度訪問介護

・行動援護
・療養介護
・生活介護
・児童デイサービス
・短期入所
・重度障害者等包括支援
・共同生活介護
・施設入所支援

・自立訓練（機能訓練・生活訓練）

・就労移行支援
・就労継続支援
・共同生活援助

自立支援医療

・更生医療

・育成医療
・精神通院公費

・相談支援 ・コミュニケーション支援、日常生活用具

・移動支援 ・地域活動支援
・福祉ホーム 等

補装具

自立支援給付

障害者自立支援法の給付・事業

第２８条第１項

第２８条第２項
第６条

第５条第１８項

第５条第１９項

第７７条第１項

第７８条

※自立支援医療のうち
育成医療と、精神通院公
費の実施主体は都道府
県等
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地域生活支援事業一覧

１ 相談支援事業

(1) 障害者相談支援事業《交付税》

(2)  市町村相談支援機能強化事業

(3)  住宅入居等支援事業（居住サポート事業）

(4)  成年後見制度利用支援事業

２ コミュニケーション支援事業【手話通訳者、要約筆記者派遣

等】

３ 日常生活用具給付等事業【移動用リフト、拡大読書器、聴覚障

害者用屋内信号装置等】

４ 移動支援事業

５ 地域活動支援センター

(1) 地域活動支援センター《交付税》

(2) 地域活動支援センター機能強化事業

６ その他の事業

(1) 福祉ホーム事業

(2) 盲人ホーム事業

(3) 訪問入浴サービス事業

(4) 身体障害者自立支援事業

(5) 重度障害者在宅就労促進特別事業

（バーチャル工房支援事業）

(6) 更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業

(7) 知的障害者職親委託制度

(8) 生活支援事業

(9) 日中一時支援事業

(10) 生活サポート事業

(11) 社会参加促進事業

１ 専門性の高い相談支援事業

(1)  発達障害者支援センター運営事業

(2)  障害者就業・生活支援センター事業

(3)  高次脳機能障害支援普及事業

(4) 障害児等療育支援事業《交付税》

２ 広域的な支援事業

都道府県相談支援体制整備事業

３ サービス・相談支援者、指導者育成事業

(1)  障害程度区分認定調査員等研修事業

(2) 相談支援従事者研修事業

(3)  サービス管理責任者研修事業

(4) 居宅介護従事者等養成研修事業

(5) 手話通訳者養成研修事業

(6) 盲ろう者通訳・介助員養成研修事業

(7) 身体障害者・知的障害者相談員活動強化事業

(8)  音声機能障害者発声訓練事業

４ その他の事業

(1) 福祉ホーム事業

(2) 盲人ホーム事業

(3) 重度障害者在宅就労促進特別事業

（バーチャル工房支援事業）

(4) 重度障害者に係る市町村特別支援事業

(5) 生活訓練等事業

(6) 情報支援等事業

(7)  障害者ＩＴ総合推進事業

(8)  社会参加促進事業

市町村事業 都道府県事業

※ 下線は必須事業
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地域生活支援事業（必須事業）の実施状況

２ コミュニケーション支援事業
（１） 手話通訳派遣

（２） 手話通訳設置

（３） 要約筆記派遣

３ 日常生活用具給付等事業

１ 移動支援事業

実施市町村数 １，４７１／１，８４３

実施市町村割合 ７９．８２％

Ｈ１７．１０

実施市町村数 ３３８／１，８４３

実施市町村割合 １８．３４％

Ｈ１７．１０

実施市町村数 １８０／１，８４３

実施市町村割合 ９．７７％

実施市町村数 １，７２４／１，８４３

Ｈ１７．１０

実施市町村割合 ９３．５４％

Ｈ１８．１０～１９．３Ｈ１７．１０

Ｈ１７．１０

実施市町村数 ５０２／１，８４３

実施市町村割合 ２７．２４％

（注１） Ｈ１９．４～Ｈ２０．３は速報値のため、今後変更があり得る。
（注２） Ｈ１８．１０～Ｈ１９．３の市町村数（１，８２７市町村）はＨ１９．３．３１時点の全国市町村数である。
（注３） Ｈ１９．４～Ｈ２０．３の市町村数（１，８１８市町村数）はＨ２０．１．１５時点の全国市町村数である。 ※厚生労働省障害保健福祉部企画課自立支援振興室調べ

１，４６２／１，８２７

８０．０２％

Ｈ１８．１０～１９．３

Ｈ１９．４～２０．３

１，１１２／１，８２７

１，５６９／１，８１８

８６．３０％

Ｈ１８．１０～１９．３

１，０５８／１，８２７

５７．９１％

Ｈ１８．１０～１９．３

４３９／１，８２７

２４．０３％

Ｈ１８．１０～１９．３

４６３／１，８２７

２５．３４％

Ｈ１８．１０～１９．３

１，７４６／１，８２７

９５．５７％

Ｈ１９．４～２０．３

１，４１４／１，８１８

７７．７８％

Ｈ１９．４～２０．３

１，７９７／１，８１８

９８．８４％

６０．８６％

※ コミュニケーション支援事業全体の実施市町村数
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小規模作業所の新体系等への移行状況調査

移行状況 か所数 割合

移行 751か所 12.9%

地域活動支援センター 449か所 7.7%

個別給付事業 163か所 2.8%

個別給付事業との統合等 139か所 2.4%

小規模作業所のまま存続 5,055か所 87.1%

合計 5,806か所 100.0%

平成18年10月時点 平成19年10月時点

か所数 割合

2,553か所 43.7%

1,512か所 25.9%

768か所 13.2%

273か所 4.7%

3,287か所 56.3%

5,840か所 100.0%

※厚生労働省障害保健福祉部企画課自立支援振興室調べ

平成18年
4月時点
小規模
作業所

5,676か所

－27か所廃止

平成19年10月時点

存続
5,055か所
(87.1%)

移行
751か所
(12.9%)

地域活動
支援

センター
449か所

個別給付
163か所

個別給付と統合等
139か所

○ 平成18年4月以降の新体系等への移行状況調査を実施した結果、平成20年4月時点では５４．３％の小規模作
業所が新体系等へ移行している。

存続
3,287か所
(56.3%)

移行
2,553か所
(43.7%)

地域活動支援
センター
1,512か所

個別給付
768か所

個別給付と統合等
273か所

平成20年4月時点

－45か所

平成20年4月時点平成18年10月時点

100.0%5,840か所

45.7%2,671か所

5.5%321か所

17.4%1,017か所

31.4%1,831か所

54.3%3,169か所

割合か所数

－33か所

存続
2,671か所
(45.7%)

移行
3,169か所
(54.3%)

地域活動支援
センター
1,831か所

個別給付
1,017か所

個別給付と統合等
321か所
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障害者自立支援法の抜本的見直し（報告書）障害者自立支援法の抜本的見直し（報告書）
（抄）（抄）

Ⅲ 見直しの方向性

７ 地域生活支援事業

地域生活支援事業については、地域の特性を踏まえ
つつ、サービスの均てん化を図る観点から、実施状況
を検証の上、必要な対応。

平成平成1919年年1212月月77日日
与党障害者自立支援に関するプロジェクトチーム与党障害者自立支援に関するプロジェクトチーム
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障害者自立支援法の障害程度区分について

「障害程度区分」とは、支援サービスの必要度（注）

を表す６段階の区分

非該当

区分１

区分２

区分３

区分６

区分４

区分５

必要度 高い

必要度 低い

支援費制度施行後、給付費が大幅に増大したが、

全国共通の利用ルールがなく、支給決定プロセス

が不透明

支援費制度

○支援の必要度を計る客観的な尺度（障害程度区分）
を導入

○審査会の意見聴取など支給決定プロセスを透明化

障害者自立支援法

注）介護給付に係るサービスを対象としている
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0.9%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.8%

1.3%

2.1%

4.4%

4.4%

8.3%

13.7%

21.0%

41.8%

利用額階層別の利用者数分布（身障・知的・精神・児童）

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000

　３万円未満

　３～　６万円未満

　６～１０万円未満

１０～１５万円未満

１５～２０万円未満

２０～３０万円未満

３０～４０万円未満

４０～５０万円未満

５０～６０万円未満

６０～７０万円未満

７０～８０万円未満

８０～９０万円未満

９０～１００万円未満

１００万円以上

（人）

0．９千人

0．２千人

0．３千人

0．４千人

0．６千人

0．９千人

１．４千人

２．２千人

４．７千人

４．７千人
0

８．８千人

１４．６千人

２２．４千人

４４．７千人
0

約１０．７万人

ホームヘルプサービスの「利用額ごとの利用者数分布」ホームヘルプサービスの「利用額ごとの利用者数分布」

全利用者数に
占める割合

（※）平成１６年１０月実績（厚生労働省障害保健福祉部調べ）
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障害程度区分認定調査項目（１０６項目）

障害程度区分の位置付け

一次判定（市町村）

二次判定（審査会）

介護給付を希望する場合

訓練等給付を希
望する場合

支給決定

訓練・就労評価項目によるアセスメント

市町村において、障害者の心身の状況を障害程度区分として認定し、これに加えて①社会活動や介護者、
居住等の状況、②サービスの利用意向、③訓練・就労に関する評価を踏まえて、支給決定を行う。

サービスの利用意向の聴取

勘案事項調査項目
○ 地域生活 ○ 就労 ○ 日中活動 ○ 介護者 ○ 居住 など

審査会の意見聴取

障害者の心身の
状況

社会活動や介護者、
居住等の状況

サービスの利用意
向

訓練・就労に関す
る評価

医師
の意
見書

障害程度区分の認定

暫定支給決定
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障害者自立支援法の抜本的見直し（報告書）（抄）

平成１９年１２月７日
与党障害者自立支援に関するプロジェクトチーム

Ⅲ 見直しの方向性

４ 障害程度区分認定の見直し

○ 障害程度区分認定の見直しについては、早急に実態調査に着手
するとともに、知的障害、精神障害を始め各々の障害特性を反映
した調査項目と判定基準となるよう、大幅な見直し。

○ 障害程度区分に応じたサービス提供の仕組みの在り方について
は、地域移行の推進、本人や家族の置かれている環境や意思を踏
まえた選択、公平性やサービスの必要性等の視点から検討。

○ その際、現に施設に入所している者については、希望すれば継
続して利用できるよう対応。
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○ 目的

心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減するための
公費負担医療制度
※自立支援医療は保険優先のため、実際は、保険支払後の３割の自己負担との差額分を自立支援医療制度において負担

（負担率：国１／２、都道府県等１／２）

自立支援医療制度の概要自立支援医療制度の概要

○対象者

・ 精神通院医療 ： 精神保健福祉法第５条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、
通院による精神医療を継続的に要する者

・ 更生医療 ： 身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を
除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者（１８歳以上）

・ 育成医療 ： 身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実

に効果が期待できる者（１８歳未満）

○対象となる主な障害と治療例

・ 精神通院医療（精神疾患） ： 向精神薬、精神科デイケア 等

・ 更生医療・育成医療 ： 肢体不自由･･･関節拘縮→人工関節置換術
視覚障害･･･白内障→水晶体摘出術
内部障害･･･心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術
腎臓機能障害→腎移植、人工透析

○実績（平成１８年度） 育成医療 更生医療 精神通院医療

・ 支給認定件数 47,386人 168,228人 1,174,857人

・ 交付実績額 1,606,948千円 8,109,393千円 60,721,704千円
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※ 「重度かつ継続」の範囲
・ 疾病、症状等から対象となる者

精神・・・・・・①統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害（依存症等）
②精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者

更生・育成・・・・・ 腎臓機能・小腸機能・免疫機能障害
・ 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者

精神・更生・育成・・ 医療保険の多数該当の者

１．対象者 ：従来の更生医療、育成医療、精神通院医療の対象者であって一定所得未満の者（対象疾病は従来の対象疾病の範囲どおり）

２．給付水準 ： 自己負担については１割負担（ 部分）。ただし、所得水準に応じて負担の上限額を設定。また、入院時の食費（標準負担額）

については自己負担。

第５４条第１項、第５８条第３項第１号関係

一定所得以下 中間所得層 一定所得以上
（２３万５千≦市町村民税（所得割））市町村民税非課税

本人収入≦８０万

市町村民税非課税

本人収入＞８０万

市町村民税＜３万３千
（所得割）

３万３千≦市町村民税＜２３万５千
（所得割）

生活保護

負担０円

低所得１

負担上限額

２，５００円

低所得２

負担上限額

５，０００円

中間所得層

負 担 上 限額 ： 医療保険の自己負担限度額

一定所得以上

公費負担の対象外

（医療保険の負担割合

・負担限度額）

重 度 か つ 継 続（※）

中間所得層１

負担上限額

５，０００円

中間所得層２

負担上限額

１０，０００円

一定所得以上（重継）経過措置

負担上限額

２０，０００円

育成医療の経過措置

負担上限額
１０，０００円

負担上限額
４０，２００円

生活保護世帯

自立支援医療の対象者、自己負担の概要自立支援医療の対象者、自己負担の概要
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Ⅰ ね ら い
○発達障害の定義と発達障害への理解の促進

○発達障害者に対する生活全般にわたる支援の促進

○発達障害者支援を担当する部局相互の緊密な連携の確保

Ⅱ 概 要

定義：発達障害＝広汎性発達障害（自閉症等）、学習障害、注意欠陥・多動性障害等、

通常低年齢で発現する脳機能の障害

○早期の発達支援
○乳幼児健診等に
よる早期発見

○就学時健康診断における発見
○適切な教育的支援・支援体制の

整備
○放課後児童健全育成事業の利用
○専門的発達支援

○発達障害者の特性に応じた
適切な就労の機会の確保

○地域での生活支援
○発達障害者の権利擁護

発達障害者支援センター 専門的な医療機関の確保 （都道府県）

専門的知識を有する人材確保 調査研究 （国）

就学前（乳幼児期） 就学中（学童期等） 就学後（青壮年期）
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課 題

①発達障害者支援体制整備事業（２．１億円）
発達障害者の検討委員会を設置（都道府県）、個別支援計画の作成（市町村）等行うことにより、支援の体制を構築

１ 地域支援体制の確立
●支援ﾈｯﾄﾜｰｸの形成

●全県的な相談支援の
充実

②発達障害者支援センターの設置、運営（地域生活支援事業の内数）
発達障害者やその家族などに対して、発達障害に関する相談支援、発達支援、就労支援及び情報提供などを実施

③子どもの心の診療拠点病院機構推進事業（母子保健医療対策等総合支援事業の内数）
様々な子どもの心の問題、児童虐待や発達障害に対応するため、都道府県域における拠点病院を中核とし、各医療機関や保健福

祉機関等と連携した支援体制の構築を図るための事業を実施。

新

２ 支援手法の開発 ④発達障害者支援開発事業（５．２億円）
先駆的な発達障害者支援の取り組みをモデル的に実践し、その分析・検証を通じて有効な支援手法を開発・確立（全国20箇所程度）

⑤青年期発達障害者の地域生活移行への就労支援に関するモデル事業（４３百万円）
地域での職業生活を含めた自立生活を実現するための就労支援体制のサービスモデルを確立

新

３ 就労支援の推進 ⑥若年コミュニケーション能力要支援者就職プログラムの推進（８５百万円）
ハローワークにおいて、発達障害等の求職者について、きめ細かな就労支援を実施するとともに、専門支援機関である地域障害

者職業センター及び発達障害者支援センターにおいて、発達障害に対する専門的な就労支援を効果的に実施

⑦発達障害者就労支援者育成事業（１２百万円）
発達障害者支援センターにおいて、発達障害者支援関係者に対し、就労支援ノウハウの付与のための講習会及び体験交流会実施

⑧発達障害者に対する職業訓練の推進（１０６百万円）
一般の職業能力開発校において、発達障害者対象職業訓練コースを設置するモデル事業を実施し、職業訓練機会の充実を図る

４ 情報提供・普及啓発 ⑨発達障害情報センター（４９百万円）
発達障害に関する知見を集積し、全国にインターネット等により情報提供・普及啓発を図る

⑩発達障害研修事業（１８百万円）
小児医療、精神医療、療育の３分野について、発達障害支援に携わる職員に対する研修を行い、各支援現場における対応を充実

５ 専門家の育成

平成２０年度施策
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